
 
 

東京電力ホールディングス株式会社柏崎刈羽原子力発電所に係る 

改善措置報告書の受理及び今後の対応 

 
令和３年９月29日 

原子力規制庁 

 

１．経緯・趣旨 

令和３年３月 23 日の第 66 回原子力規制委員会において了承された東京電力

ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）に対する「原子力規制

検査に係る対応区分の変更について（通知）」をもって、東京電力に対し、ＩＤ

カード不正使用事案及び核物質防護設備の機能の一部喪失事案を一体のものと

して取り扱い、両事案についての直接原因の特定、根本的な原因の特定並びに安

全文化及び核セキュリティ文化要素の劣化兆候（第三者による評価を含む。）の

特定を行い、その内容を踏まえた改善措置活動の計画を本年９月 23 日までに報

告するよう求めた。 

今般、東京電力から「ＩＤカード不正使用および核物質防護設備の機能の一部

喪失に関わる改善措置報告書」（以下「報告書」という。）の提出を受けたので、

その概要を報告する。 

また、令和３年４月 14 日の第３回原子力規制委員会で審議した追加検査の流

れに即して、追加検査の実施状況と今後の予定を報告する。 

 

２．東京電力からの報告概要（９月 22 日受理） 

○ＩＤカード不正使用事案及び核物質防護設備の機能の一部喪失事案（以下

「２つの事案」という。）について、それぞれの事実関係に基づき、直接原因

と背後要因を整理した上で２つの事案に対する根本原因を特定した。 

〇安全文化・核セキュリティ文化について、定期・特別アンケートや業務実績

データ（不適合事例、パフォーマンス指標等）などに基づき評価した。 

〇根本的な原因は、 

・核物質防護部門（委託見張人を含む）は、核物質防護のリスクに関する理

解が不足しており、現場業務について確認も不十分であり、迅速な機能復

旧が必要との判断もしなかった 

・発電所長・原子力運営管理部長は、現場業務は適切に対応されていると思

い込み、自ら確認せず、社内外からの指摘に対しても、長期にわたり、核

物質防護に対する要求に見合った手当がなされることはなかった 

・発電所員・協力企業（核物質防護業務に携わらない者）は、核物質防護の

重要性に相応しい注意を払うことができていなかった 
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 と特定した。 

〇改善措置計画については、 

・設備を正しく更新し、機能を維持する 

・常にトラブルは起こるもの 

・自ら弱みを特定し、自ら改善を行う 

の３つの視点を基本として計画を立案し、現場の一人ひとりの意識や心理的

要因への対策、他事業者によるレビューや好事例等、独立検証委員会の再発

防止策・改善策に係る提言、外部の有識者・専門家の意見・知見も積極的に

取り入れていく。 

 

３．追加検査（フェーズⅡ）に向けた対応 

まずは、２つの事案について、フェーズⅠの検査で把握した内容と報告書に

記載されている内容との整合性及び原因と対策の対応関係を精査する。 

次に、フェーズⅡの検査項目、視点、スケジュールなどを立案する。 

・追加的に事実関係や状況の確認を要すべき事項 

・原因などをより的確に分析すべき事項と追加的な対策を要すべき事項 

・改善措置計画の実施状況とその効果  

  以上について、原子力規制委員会に諮った上でフェーズⅡの追加検査を実

施することとし、検査の実施状況は、随時、原子力規制委員会に報告する。 

（追加検査の流れ参照） 
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（追加検査の流れ）               実施済みの範囲 

原子力規制庁 原子力規制委員会 

原子力規制検査に係る対応区分の変更について（通知）の発出（３月 23 日） 

〈追加検査（フェーズⅠ）〉 

現状の把握 

〇規程、手順等 

〇活動、報告等の記録 

〇核物質防護設備の状況 

〇関係者インタビュー 

 

 

 

 

 

報告書の内容確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

確認結果の審議 

〈追加検査（フェーズⅡ）〉 

本格的な検査の実施 

〇検査内容と検査計画を策定 

 

〇検査計画に基づく検査実施 

（例） 

・核セキュリティ文化及び安全文化 

・核物質防護設備のパフォーマンス 

・従業者のパフォーマンスと教育訓練 

・改善措置活動 

等 

〇検査結果の取りまとめ 

（対応区分の変更の可否） 

 

 

 検査内容・検査計画の審議 

 

 

 

 検査状況、気付き事項等の報告 

     （随時） 

 

 

 

 審議 

〈追加検査（フェーズⅢ）〉 

フェーズⅡの指摘事項への対応状況の

確認 

〇検査結果の取りまとめ 

（対応区分の変更の可否） 

 

 

 

 審議  

 

 

東京電力から報告書の受理（９月２２日） 

・検査開始：４月 22 日 
・現地検査：11 回 

この他、伴委員の現地調査を実施 
・インタビュー：代表執行役社長／原子力・立地本

部長／柏崎刈羽原子力発電所長／核物質防護

担当（管理職、一般職）／委託警備員／委託

先企業従業員 計 18 名 
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（参考） 

東京電力ホールディングス株式会社に対する通知文 
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